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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 
 

１９９５年４月１日から「製造年月」表示から「賞味期限」表示への変更、同年５月２４日の食品

衛生法の一部改訂による乳・乳製品、食肉・肉製品に関する総合衛生管理製造過程の承認制

度の導入（ＨＡＣＣＰ方式）、同年７月１日からのＰＬ法の施行等々食品業界をめぐる衛生管理に

関する状況は大きく変化してきている。これらはＰＬ法のもとで表示された期限内で当該食品の

安全性と健全性が保証できるか否かを評価されることを示唆している。したがって、これからは今

までの価格競争から品質と安全性の競争の時代に変わっていくものと思われる。 

現に、大型小売店（百貨店等）等の流通関係から安全性・品質の安定化が要求され、納入業

者の製造環境や工程における衛生管理状況を調査し、衛生的清浄度、管理状態が一定基準に

満たない製造業者からの商品の取り扱いを控えたり、指導を行ってもレベルアップの可能性のな

い製造業者からの取引を控えるようになってきている。このような状況を踏まえて食品製造業者

は自主衛生管理のための新しい管理システムであるＨＡＣＣＰ方式の導入を検討し、一部では実

施の段階に入っている。このように食品製造業者は、消費者に安全性の高い商品を供給するた

めに、より高い水準の自主衛生管理体制の整備・拡充を図り、製造者としての責任あるマネージ

メントを実施することを要求されている。 

我が国の食品工場の衛生管理は以前から食品衛生法及びその「管理運営基準準則」、各種

食品の衛生規範（５品種）等、一般的に採用されている食品のＧＭＰ、トータルサニテーション（上

田の提唱）、「質の管理」「場の管理」（井上らの提唱）等いろいろな手法にもとづいて実施されて

きた。ここではＨＡＣＣＰ方式を導入するための基盤対策として必要なＰＰ（ｐｒｅｒｅｑｕｉｓｉｔｅ ｐｒｏｇ- 

ｒａｍ）の中の環境対策についてその必要性と検査の意義について述べてみたい。 
 

２２２２．．．．食品工場食品工場食品工場食品工場のののの汚染汚染汚染汚染についてについてについてについて 
 

食品の微生物汚染原因には大きく分けて、一次汚染と二次汚染のあることが知られている。

一次汚染とは原料である農産物等に自然環境から混入してくる汚染であるため、一次汚染菌を

少なくするためには原料購入時にできるだけ清潔で品質の良い材料を選択する必要がある。二

次汚染とは食品製造工程で設備、環境、作業者等に由来する微生物汚染である。このことから

二次汚染対策を考える場合は、まず第一に環境汚染対策に重点を置く必要がある。 

環境汚染防止の対策の一つとして、衛生規範では【図１】に示すように施設内各場所を区分し、

衛生管理のグレイド分けを行っている。工場全体を汚染の無い清潔区にすることができれば理

想的であるが、現実にはとても不可能なことであるから、汚染防止の上で容易に効果が得られる

ように、製品への汚染の重要度によって作業区域を区分し、重要な工程を狭い区域に絞って、完

全に汚染を遮断する方式が、この衛生管理の区分けなのである。清潔作業区域の汚染は直接

食品に反映し、品質に影響を与えるおそれがあるので、製造環境の微生物汚染を極力防止する

必要がある。 

環境への微生物汚染を防止するためには、①汚れを持ち込まない（菌の持ち込み禁止）②菌

を増殖させない③汚れを拡散させない（菌の拡散防止）の「非菌三原則」１）の実行が大切である。

最近は食品の無菌包装等を実施して賞味期限の延長を図っている例が多いので、特に、無菌室
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での対策が重要となる。 
 

３３３３．．．．微生物検査微生物検査微生物検査微生物検査のののの意義意義意義意義 

 

環境汚染としては、空気由来の汚染、設備機器の汚染、作業者からの汚染の三つが考えられ

る。これらの汚染を防止するためには、その効果を知るための基本となるデータが必要である。

何処がどの位汚染していて、それが製品にどの程度影響し、害を与えているのか、対策を立てる

ことでどの程度環境がきれいになり、製品への汚染が防止できたかを具体的に数値で示す必要

がある。そのためには環境の微生物検査を実施することになる。具体的な数値で管理目標を設

定し、対策の効果を可能な限り定量的な数値で示し、結果を評価する。このように検査データに

もとづいて対策を進めることに検査の意義がある。環境の評価基準の一つとして通常空気中の

浮遊菌数や落下菌数が採用されている。 

【表１】に衛生規範の評価基準を、【表２】にＮＡＳＡの規格基準をそれぞれ示した。設備機器の

食品に接触する部分の評価基準や作業者の手指の汚染についての評価基準としては【表３】に

示すＴｅｎ Ｃａｔｅの評価基準２）が参考にされている。その一例を【表４】３）に示した。この機器付着

菌の基準は空気中の微生物汚染に比べて除菌、殺菌が容易なこと、微生物汚染があれば確実

に食品が汚染される危険性があることから、落下菌数よりも厳しい基準が設定され、検査可能な

一定の範囲内には微生物が存在しないような状態に管理する必要がある。以上述べたような環

境汚染の評価基準値を参考値とすべきであろう。 

環境汚染の評価基準はＨＡＣＣＰ方式におけるＨＡとＣＣＰにより、即ち、製造する食品の種類

及び物性、製造方法、賞味期限（保証期限）等、食品の品質目標、管理基準により設定されるも

のである。評価基準、管理基準が設定されれば、それらを評価するのに適した検査方法を検討

の上、採用する必要がある。 

検査方法としては、空中浮遊菌はＲＣＳの使用が、落下菌測定は寒天培地を用いるコッホ法に

よる測定（時間は基準により決める）が、また機器の拭き取りや手指の拭き取りにはスワブ法ま

たはフードスタンプ法が一般的である。 

最近はＨＡＣＣＰ方式への対応として、落下菌や浮遊菌の測定の代わりとして塵埃測定器を用

いる方法が、また機械機具や手指の汚染調査法としてＡＴＰ測定法が試みられたり、フキトリマス

ター（グンゼ産業）等の使用がみられるようになってきている。 
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図図図図１１１１    施設内各場所施設内各場所施設内各場所施設内各場所のののの区分区分区分区分とととと食品食品食品食品のののの流流流流れれれれ    

表表表表１１１１    食品工場施設内区画食品工場施設内区画食品工場施設内区画食品工場施設内区画のののの清浄度区分清浄度区分清浄度区分清浄度区分[[[[弁当弁当弁当弁当・・・・惣菜衛生規範惣菜衛生規範惣菜衛生規範惣菜衛生規範]]]]    

表表表表２２２２    浮遊菌浮遊菌浮遊菌浮遊菌のののの NASANASANASANASA 規格規格規格規格[L[L[L[L 換算値換算値換算値換算値]]]]    

清浄度清浄度清浄度清浄度クラスクラスクラスクラス NASA規格規格規格規格（（（（個個個個／ｆｔ／ｆｔ／ｆｔ／ｆｔａａａａ）））） ＬＬＬＬ換算値換算値換算値換算値（（（（個個個個／Ｌ）／Ｌ）／Ｌ）／Ｌ）

クラスクラスクラスクラス100

クラスクラスクラスクラス10,000

クラスクラスクラスクラス100,000

0.1＞＞＞＞

0.5＞＞＞＞

2.5＞＞＞＞

0.0035＞＞＞＞

0.0176＞＞＞＞

0.0884＞＞＞＞

清浄度清浄度清浄度清浄度クラスクラスクラスクラス NASA規格規格規格規格（（（（個個個個／ｆｔ／ｆｔ／ｆｔ／ｆｔａａａａ）））） ＬＬＬＬ換算値換算値換算値換算値（（（（個個個個／Ｌ）／Ｌ）／Ｌ）／Ｌ）

クラスクラスクラスクラス100

クラスクラスクラスクラス10,000

クラスクラスクラスクラス100,000

0.1＞＞＞＞

0.5＞＞＞＞

2.5＞＞＞＞

0.0035＞＞＞＞

0.0176＞＞＞＞

0.0884＞＞＞＞
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表表表表３３３３    TenTenTenTen    CaCaCaCatetetete のののの評価評価評価評価２２２２））））    

表表表表４４４４    拭拭拭拭きききき取取取取りりりりテストテストテストテスト判定基準例判定基準例判定基準例判定基準例    


